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○小関勝助議長 起立多数であります。 

 よって、議案第54号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 

 

 委員会付託の省略について 

 

 

○小関勝助議長 お諮りいたします。 

 これから上程いたします議案は、委員会付託

を省略し、全員でご審議願いたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第６ 議案第５５号 長井市一 

 般職の職員の給与の特例に関する条 

 例の設定について 

 日程第７ 議案第５６号 長井市特 

 別職に属する者の給与等の特例に関 

 する条例の設定について 

 

 

○小関勝助議長 それでは、日程第６、議案第55

号 長井市一般職の職員の給与の特例に関する

条例の設定について及び日程第７、議案第56号 

長井市特別職に属する者の給与等の特例に関す

る条例の設定についての２件を一括議題といた

します。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第55号 長井市一般職の職

員の給与の特例に関する条例の設定についてご

説明申し上げます。 

 本案は、国家公務員の給与削減措置を踏まえ、

平成25年７月１日から平成26年３月31日まで、

一般職の職員の給与を減額して支給するためご

提案申し上げるものでございます。 

 次に、議案第56号 長井市特別職に属する者

の給与等の特例に関する条例の設定についてご

説明申し上げます。 

 本案は、国家公務員の給与減額支給措置及び

長井市一般職の職員の給与減額措置を踏まえ、

平成25年７月１日から平成26年３月31日まで、

特別職に属する者の給与等を減額して支給する

ためご提案申し上げるものでございます。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。 

○小関勝助議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから順次、質疑、討論、採決を行います。 

 まず、日程第６、議案第55号 長井市一般職

の職員の給与の特例に関する条例の設定につい

ての１件について質疑を行います。ご質疑ござ

いませんか。 

 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 議長にお願いをします

が、議案第55号と56号は当日提案というふうに

なっております。そんなに時間かけるつもりは

ありませんが、以降、一問一答で質疑をさせて

いただきたいと思いますが、取り計らいをお願

いをしたいのですが、いかがでしょうか。 

○小関勝助議長 許可します。そのようにしてく

ださい。 

○１４番 髙橋孝夫議員 ありがとうございます。 

 それでは、何点かお聞かせをいただきたいと

いうふうに思います。 

 まず、総務課長にお伺いをしますが、私、な

かなか理解が進まない中の一つが、この国の言

う内容は何かというところです。 

 私どもに、資料として総務大臣が出した文書

が示されました。平成25年１月28日付の文書と

いうふうになっているわけですけれど、これに

ついては、平成25年度における地方公務員の給
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与については国家公務員の給与の改定及び臨時

特例に関する法律に基づく国家公務員の給与減

額支給措置を踏まえ、各地方公共団体において

速やかに国に準じて必要な措置を講ずるよう要

請いたしますとなっています。 

 要請なんですよね、何かこのごろいつの間に

かこれが強制になってるみたいな感じを私は受

けてるわけですけれども、これは要請というこ

とで間違いないのですね。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 お答えいたします。 

 国のほうからは要請という形で来ておりまし

て、あくまでも地方自治体で判断いたしまして、

議会の議決を経て給与削減なりの対応をするよ

うにというような内容でございます。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 ありがとうございまし

た。 

 要請なのですが、その感じ方はいろいろある

んだと思いますけれど、これ、だけど今、要請

でないですよね、もうほとんど強制だよね。こ

れいつからそういうふうになったんですか。新

たな文書とかって出されているんですか。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 国のほうからの要請があっ

た際に、Ｑ＆Ａという形でいろんな資料が出て

おります。そこの中で、国の方針としては同じ

ように給与の削減を７月からというふうに求め

ておりまして、また、給与水準を国に準じて引

き上げるようにというふうな提案内容は、国が

方針を出しました際に同じ内容が既にＱ＆Ａ等

でも伝えられております。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 Ｑ＆Ａというのは総務

大臣の通達文書ですか、それとも参考にする文

書ですか、どちらですか。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 あくまでも資料として出て

おりますので、これまでのいろんな質疑をもと

につくられましたＱ＆Ａでございますので、今

の段階で資料という形で提供されております。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 総務大臣は衆議院の本

会議あるいは参議院の本会議で、それぞれ地方

税法などの改正の採決あるいは質疑の中で総務

大臣としての見解が表明をされておりますが、

それはどういう内容のものですか。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 ちょっと把握しております

のが、大臣の記者会見のときの質疑応答の中で

の大臣の意見として把握しておりますけれども、

今回の要請につきましてはあくまでも国から地

方への要請であり、判断は地方で判断していた

だきたい。ただ、復興財源としての財源調達で

ありますので、ぜひ公務員の職員がみずから自

分の給与を削減して協力するというような意思

表示をしていただきたいというような内容が示

されておりました。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 衆議院の本会議の中で

総務大臣は、３点について考え方を表明されて

いるんです。 

 それは、まず第１点は、今般の地方公務員給

与の引き下げについては、これは、この要請は

強制ではなくてお願いなんだということが１点

です。２つ目は、給与削減を実施しなかったか

らとしてペナルティーは科さない。３つ目は、

公共団体が自主的に運営されるものである、給

与等の関係ですね、というこの３点を明らかに

しているわけです。 

 あわせて、この間の質疑の中では、賃下げを

しない、いわゆる削減をしない場合に特別地方

交付税の制裁などというペナルティーはしない

というふうにも明らかにしているわけですけど、

これはご存じありませんでしたか。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 
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○中井 晃総務課長 大臣からは、ペナルティー

という形では考えていないというふうな答弁は

確かにございました。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 そういうことのようで

す。 

 市長にお伺いをしますが、この間、市長の態

度というか、対応は、まず変わったというふう

に私は理解をせざるを得ないんです。 

 これ、先ほど申し上げたように、ことしの１

月から国が言い始めた中身ですが、市長は当初、

市長が属している全国市長会の決議、あるいは

私ども市議会議長会も入っている地方六団体の

決議などを踏まえてそこで対応すると、いわば

それを尊重して対応するのだというふうに言わ

れておりまして、それがつい 近まで続いてき

たというふうに私は理解をしています。 

 ただ、それが今月に入って急展開するわけで

すけれど、これはなぜですか、市長。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 髙橋議員がおっしゃるように、長井市として

は、全国市長会の決議、あるいは地方六団体の

国に対する申し入れ等に準じて削減はしないと

いう考えでおりました。 

 しかしながら、６月に入りまして、置賜の５

つの町のうち４つの町が削減を受け入れざるを

得ないというふうに判断されたこと。また、６

月の10日の県知事の記者会見の中で知事が、今

年度の地方交付税については国のほうで東北の

復興のために昨年から国家公務員の給与の引き

下げを行っていると、それを地方にもお願いし

たいということで、減額措置をいたしますとい

うことに対し、その部分を県民のサービスの低

下にしてはならないと。したがって、県職員が

残念だけども削減して協力をせざるを得ないと

いうような、こういった趣旨の会見をなさいま

したけども、そういったことから、私ども県内

の13市でもいろいろ意見交換などをして同一歩

調をとっていこうということで努力したのでは

ございますが、特に新８市については、全ての

市でこれは国に協力せざるを得ないと、すなわ

ち職員の、あるいは特別職の給与削減で地方交

付税の減額分をある程度のみ込んでいかないと、

東北の復興のために削られた地方交付税が、そ

のサービス低下が市民サービスの低下につなが

るということから、残念ながら、この状況の中

で、やはり長井市だけが市民にサービス低下を

受け入れていただくということだけではなくて、

やっぱり職員のほうでもしなければならないだ

ろうというふうに判断したところでございます。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 結局は13市は足並みそ

ろわず、８市も結果的にはそろってないわけで

すけれど、一番大きいのは吉村知事が表明をさ

れたということが、そういう意味では大きな要

因になってるのかな、転換点になってるのかな

というところは感じます。 

 そこで伺いますけれど、交付税そのものがど

うなるかというのは、これはいろんな要素があ

るわけですが、それと一緒に、今回の職員の賃

金を国家公務員並みに削減をするということに

なるわけですけれども、これ削減しなければど

うなるんですか、その結果はどうなるんですか。

もし削減しないというふうになった場合、何が

問題として起こるのですか。そこを明確にして

いただきたいと思います。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 このたびの削減については、まず２つポイン

トがあったというふうに思っております。 

 まず一つは、国家公務員の給与、今平均で

7.8％削減されてるわけですが、それを100とし

た場合に、その100を超える市町村については

交付税を削減しますよということを、全体的に

はその100を超える超えない以前に25年度の交
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付税を削減するというふうには言っております

が、それは東北の復興のために使う財源である

から地方にも協力をお願いしたいという、削減

の実施に対するお願いがまず一つであります。 

 もう一つは、これは国から直接依頼はされて

いないわけですが、その実施時期でございます。

このたび残念ながら、市の職員労働組合と３回

ほど、まず時間のない中、交渉をお願いし、ま

た１回は全組合員、職員を対象とした意見交換

をさせていただいたんですが、やはり７月１日

にこだわらずに、やはり合意してから議会に上

程すべきだというような組合の皆様からの申し

入れでございました。 

 ここについては、私どももいろいろ検討した

んですが、先ほど髙橋議員から総務課長のほう

に、７月に実施しないと何かペナルティーがあ

るのかというような趣旨のやりとりがあったわ

けですが、これについては、国のほうはペナル

ティーは科さないということを言ってるわけで

す。ただ、そのペナルティーの考え方なんです

が、それは今後、特別交付税等で削減するとか、

あるいはそういったマイナスのことだけではな

くて、今、国のほうで進めております経済の再

生の中で、地方への元気特別の交付金とかさま

ざまな新たな施策がございます。あくまでもこ

れは推測にすぎないわけですけども、そういっ

た部分で長井市にとってマイナスの部分が生じ

ないかと。これは、国ではそれはペナルティー

は科さないと言ってますが、むしろ長井市が約

15年にわたって行革を進めてきたのにもかかわ

らず、それが正当に評価されずに、いろんなと

ころでやはり長井市の財政状況あるいは行政運

営にマイナスの部分が出てくる可能性があると

いうことから、やはり県内の新８市あるいは置

賜の３市５町とはできるだけ足並みをそろえて

いくべきだという判断に至ったところでござい

ます。よろしくご理解いただきたいと思います。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 そこなかなか納得がい

かないんです。市長言われるように、既に総務

大臣はペナルティーしませんよと、特交の制裁

はしませんよというふうに言っているわけです

よ。推測でというふうに市長おっしゃるけれど

も、推測で、じゃあカットしましょう、削減し

ましょう、みんなで足並みそろえましょうなん

て言われたって、具体的に何さ影響すんなやっ

ていうところがなければ、私はやっぱり、うん

とはなかなかならないのでないかというふうに

思うんです。だから具体的に何に影響するんで

すか。 

 総務課長、何か国といろいろやりとりをされ

たやに聞いておりますけれど、具体的にはこれ

から何になるんですか。既に交付税はないよね、

影響しないというふうに言ってっからね、特別

交付税もないよね。今回、例えば緊急災害であ

るとか減災であるとかというふうなところで違

う補助金の予算つけてますけれど、これはだけ

ど地方債だよね、借金だよね。何が、じゃあ具

体的にあるんですか。今回、一般会計補正予算

第２号で、元気交付金ということで生涯学習プ

ラザの駐車場の舗装工事、その事業でやりまし

ょうというふうに言ったけれども、それはつい

てきてるわけだね、既に。これからそういうた

ぐいの補助事業については面倒見ませんよとい

うことなんですか。ちょっとよくわからないん

だけど、具体的に教えてください。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 まず、削減の実施については、申し上げまし

たように、東北の復興の財源に使うとして国と

同じように地方交付税を、国はもう削減を決定

したわけです、ですから、そこの部分は一般職、

特別職の給与削減でその部分を賄いなさいとい

うことを言ってるわけです。ここについては私

ども、自由判断だというふうに拒否してきたん

ですが、もう既にほかの市町村がそういったこ
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とをなさっていると。そのときに論点となって

るのは、じゃあ削減を実施しなかったら、東北

の復興に充てる予算、地方交付税減らされた部

分は、長井市は職員は全然給料の削減に協力し

ないで市民に市民サービスの低下という形でそ

の対価を求めるんですかというふうに言われる

わけです。ですから、これは実施せざるを得な

いと。やはりどっかでやった以上は、特に周り

の市町村でやった場合は、長井市だけが市民に

そのツケを負わせるということではいけないだ

ろうということでございます。 

 議員がおっしゃってるのは時期の問題だと思

うんです。時期については、本来であれば組合

と合意をしてからでないと上程をしないという

ことでありますが、そうしますと、削減の幅が

どんどん狭まってしまうということ。ですから、

そういった意味ではある程度右に倣えをせざる

を得なかったと。 

 あともう一つ、確かに特別交付税等々ペナル

ティーは科さないと言ってますが、例えば元気

交付金も第１次は示されてますが、これから第

２次の交付額が示されるということであります

ので、そういったところに影響が出るんではな

いかというふうに推測されたということであり

ます。 

 なお、そこの点につきまして総務課長からも

答弁いたさせたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 25年２月８日の参議院の予

算委員会がございました。そこの中で総務大臣

の答弁がございまして、その答弁の中では、今

回地方に協力をお願いいたしまして、協力をい

ただいたものの中から皆さんの地域の防災、減

災事業に使っていただく予定であると。また、

自分たちの国を元気にするためにそれぞれのま

ちも元気にならなければならないので、地域の

元気づくり事業というものを打ち立てまして推

進していきたいと。職員の皆さんとしては、自

分たちの給料を削った分が自分たちのまちに使

われるんだと、そのまちを元気にさせるんだと

いうことで、地域を元気にして日本全体を元気

にしていきたいと、そういうふうな考え方で対

応したいと思っておりますので協力いただきた

いというふうな答弁もなされております。 

 ということで、ペナルティーという形での対

応ではないかと思いますが、協力いただいたと

ころにつきましては何かしらの対応をしたいと

いうふうな答弁が出されております。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 なかなか判然としない

わけですけれども、そうすると、削減をしたと

ころさは何かよくやった的なものはあるけども、

削減しなかったところ、だから国の言うこと聞

かねかったところはそういうのはないなだと、

こういう理解ですか。どちらでもいいです。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 まず、実施の時期については、

先ほど申し上げましたように、やはり少しでも

長井市の財政とか市政運営にマイナスにならな

いように、国のほうでは何か長井市が頑張れば

国も支援しますよと。特に我々は15年にわたっ

て市民の皆様、議会もそうですが、一般職の皆

さんから給与削減等々して行ってきたわけです。

それを正当に評価してもらえないということに

ついては、これは避けなければならないと。 

 あと、実施の時期いかんにかかわらず、やは

り国の交付税措置がもう削減ということで来て

るわけですから、その部分を市民のサービス低

下だけということで負わせるわけにはいかない

と。職員の我々の給料を削減して、少しでも市

民サービスが低下しないような、そういったこ

とを職員の皆様にお願いしたいということでや

ったことであります。 

 ですから、イエスかノーかということの質問

なんですが、これからについては、やはりマイ
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ナスには少なくともならないだろうと、プラス

に作用することを期待してるということであり

ます。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 とっても答弁がいつの

間にかすりかわってるわけですけれど、市民サ

ービスの低下にツケを回すのはだめだからとか

将来にわたってとかという、そういう言い方っ

てのはかなり不確かな中身なんだと思うんです。

言いかえれば、これからも含めて国の言うこと

を皆聞かねえとだめだから、おっしゃることは

全部まずやりましょうということになってしま

うのでないか。いつからそういうふうになった

んでしょうかってのが私とっても残念なんです

けれど、逆行してないかというところは率直に

感じます。そこというのはとっても理解できな

いというふうに、ここは申し上げざるを得ない

というふうに思います。 

 市長に、ここの部分で１点だけお伺いします

けれど、前の目黒市長はこういうふうに、県内

35市町村の研修会のときに、はいっていきなり

手を挙げて国に対してこういうことを言われた

ことがあるんですけれど、山形テルサホールで

ね、長井市は率先して職員の人件費を削ってき

たと、職員も削ってきたと、国は何もしないじ

ゃないか、県は何もしないじゃないか、長井市

を見てくれといって、ご褒美何か頂戴というふ

うに言ったんです。そういう、じゃあご褒美何

かありましたか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 目黒市長の時代のご褒美は、私

わかりません。それいつ発言されたかですけど

も、目黒市長がなさってたときの確かに行革も

大変でした。でも、実質的にはその後、前目黒

市長がおつくりになって、集中改革プラン、そ

れはもう今度は市の職員とか内部ではなくて、

市民にサービス低下を求める内容だったわけで

すよね。 

 ですから私は、その集中改革プランを皆様と

一緒に実施して一定程度の成果を上げたと思っ

ておりますけども、国からその間何かご褒美い

ただいたということは感じておりません。しか

し、もしかしたら特別交付税で措置をいただい

たのかもしれません。そこのところは実質的に

はわからないと私は感じております。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 推測の話で言ってると

いうのはよくないことだと思いますが、地方交

付税法で規定があるわけですけれども、地方交

付税法第３条第２項では、国は交付税の交付に

当たっては地方自治の本旨を尊重し、条件をつ

け、またはその使途を制限してはならないとい

うふうになっているんです。だからどういうふ

うに理解してもというか、理解しようとしても、

特交を含めて普通交付税も含めて、そのさじか

げんを何とかしようなんていうことにはならな

い、そういう制度なんだということを捉えると

するならば、今回のこの国の言い分というのは

かなり、私は、無理がある、明確なことがわか

らない、しかし削減だけは国と同じように求め

るということでしかないと思うんです。 

 こういうことの求めにのっていってその帰結

するところはどうかというのは、私はとっても

心配をするわけですが、それは先ほど申し上げ

たように、これから地方の自治体の例えば職員

の賃金、労働条件などは労使が職員団体との間

で交渉して決めるというふうになりますけれど

も、これからはそうでなくて、いろんなことを

国が決めればそれに右に倣えをせざるを得ない

というふうに変わっていくのではないかという

私は心配を持つわけですが、ここは市長はどの

ように見解をお持ちでしょうか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 このたびの国の要請について受け入れざるを

得なかったということは、本当に、私どもの地
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方のこれから分権といいますか、地域主権を進

めていく上での非常に試金石になるのかもしれ

ません。このたびは、やはりこういった形でい

つの間にか、髙橋議員がおっしゃるように地方

交付税がもう 初からカットされたというよう

な措置をされている以上は、要は論点のすりか

えかもしれませんけれども、その部分を国は職

員の給与カットで東北の復興にやったんだと、

地方はそれを住民に、市民にそれを負わせるん

ですかと、こう言われてしまうと、やっぱり返

せないんですね。 

 ですから、私はいずれみんなで団結して、そ

れは違うと、我々で自主的に決めさせてくれと

いうふうにやったわけですが、我々の仲間から

どんどん崩れてしまったという、非常に残念、

じくじたる思いという、格好いい言葉でいえば

そういうことなんですが、私ども市町村、例え

ば全国市長会であったり町村会であったり、あ

るいは市町村の議長会であったり町村議長会で

あったり、そういったところでの一致団結した

これからの地方自治体の自主性というものを、

もう一度根本から考え直さなきゃいけないと思

います。 

 今後でございますけども、こういったことは

二度とするべきではないということから、もう

ちょっときちっとした対応を今後国に対して求

めていくように、私としては一市長ですから、

全国市長会等々で、あるいは山形県の市長会で

あったり東北の市長会、そこできちっと申すべ

きことは申し上げて、一緒になって、これから

は二度とこういったことは受け入れないという

ことで団結をして国に申し上げていかなきゃい

けないというふうに思います。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 そういう模範的な回答

をいただこうというふうには思っていません。 

 現実的にね、市長言われたように全国市長会、

あるいは私どもの全国市議会議長会なども入っ

た地方六団体が、それは決議をして声明を出し

て、これはだめだというふうに言ってきたわけ

ですよ。だけど、ぼろぼろぼろぼろと実際は抜

けていく。それはざんきに堪えないわけですけ

れども、しかし、少なくても私どもまだ市議会

の議長会のところはまだあるわけで、私どもの

任務は、その市議会議長会も入った決議、これ

をやっぱり遵守をするということだと私は思い

ます。だからそういう意味でも、この間の国の

いわゆる要請に対する決議、あるいは声明とい

うのは重いものがあるのだということは、確認

をこれからもしておかなきゃいけないのだなと

いうふうに思います。 

 交付税の話ですけれど、交付税、確かに削減

しましたけれど、しかし、防災とか、あるいは

減災というふうなところというのは、削減額、

そういう事業でしてから何となく歳出はまあま

あにしたんだというふうに言ってっけど、さっ

きも言ったように、それ地方債、借金でしろと

いうふうに言ってるわけですよ。それは、だか

らその分サービスが低下するという言い分は当

たらないんだと私は思うんです。だって削減し

たのは8,504億円でしょ。補填をしたってのは

8,523億円というふうになってるけど、うち

4,500億円というのは地方債でしょ。実際は地

方交付税を圧縮したんです、今回25年度は。そ

ういうふうにこれは見ていかないと、私はけん

かになっちゃうなというふうに思うし、今言わ

れてる地方交付税の状態からいえば、来年度か

らまた削減しますってことを暗にもう言ってき

てるでしょ。そういうことにまたぞろなりはし

ないか、こういうことが起きはしないかという

ところはうんと心配ということだけ、ここで申

し上げておきたいと思います。 

 次に、ちょっとこの間、市長からも何回か触

れられていますけれど、市長と職員団体との交

渉というか、話し合いが展開をされたやに私ど

も聞いてるわけですけれど、その内容について
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少しお伺いをしたいのですが、相手があること

ですから皆何もかにも言うなんてことにはなら

ないだろうし、議会もそれは労使の話し合いに

介入するつもりはありませんが、しかし、どう

いう内容で大体推移をしてきたのか、職員団体

の基本的な姿勢はどういうところにあったのか。

職員団体からは、例えば提案としてどういうも

のが言われてきたのかなどについては、触れら

れる範囲で触れていただきたいと、教えていた

だきたいと思いますが、いかがですか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 それでは、詳しい内容について

はなかなか申し上げられないところもあるんで

すが、経過についてお話を申し上げたいという

ふうに思います。 

 まず、６月の10日に山形県知事が、県として

も受け入れざるを得ないという表明があって、

私どもとしても周りの町が実施するんだという

情報を得ておりましたので、職員の団体の労働

組合のほうに、まずは幹部の皆さんとの話し合

いをしたいということで６月の12日にその時間

をいただいて、１時間半ほどいろいろ情報分析、

例えば県内の35市町村の状況であったり県の状

況であったり、あとはその自治体労働組合のそ

れぞれの対応はどうなってるのかとかといった

情報交換などをさせていただき、その際に、残

念だけど長井市もやっぱりこれは対応せざるを

得ないんじゃないかということを申し上げまし

た。 

 その後、組合の幹部の皆さんからは、ぜひ全

職員を対象とした市長から直接の説明が欲しい

という申し入れがございまして、６月の19日に

全職員を対象とした、これ管理職は対象にして

なかったようなんですが、１時間半ほどかけま

して私からのお願いと、そして10名ぐらいの方

がいろんな意見をおっしゃったでしょうか、そ

ういったことでの意見交換がございました。 

 その意見交換の主なものは、やはり我々の生

活給である月額給の削減というのは非常に苦し

いので、とにかくしないでほしいということが

主なものでございました。ほかにもいろいろな

提案などございました。 

 その後、今度は21日、24日、25日の３日間、

交渉を行いました。その間ずっと事務折衝でい

ろいろお話をしてまいりましたが、組合から出

されたのは、まず合意するまで出してもらいた

くないということで、したがって、７月１日に

こだわらないでじっくりと話し合いたいと。そ

して、全組合員、全職員が納得いただけるよう

な、そういった内容まで詰めるにはとてもとて

も時間が足りないので今回は上程しないでもら

いたいということ。あと、月額給にこだわらな

いで、一時金と合わせて3.55％の内訳を分けて

くれないか等々の申し入れ等ございました。も

ちろん、今回はもう一回考え直して給与削減を

しないという判断を市長とってほしいというよ

うなこともございましたけれども、結果といた

しましては、例えば月額給と一時金を分けてと

いうことは、国のほうは、後々評価していただ

くときはですよ、こういう言い方はおかしいの

かもしれませんけども、国が求めているのは、

ラスパイレス、国家公務員を100としたところ

の多い部分をカットしてほしいと、カットすべ

きじゃないかというような要請というふうに受

け取っておりますので、そういった意味では一

時金を幾ら削減してもラスパイレスには影響な

いので、一時金で削減、国のほうはしておりま

すが、私どもは行革を今までやってきたので、

一時金とか手当等はやらないで月額でラスパイ

レスを100にするという対応をとりたいのでご

理解いただきたいというふうにお願いしてきた

ところです。 

 あとは、時期の問題については、先ほど髙橋

議員との私やりとりでお話ししましたように、

やっぱり合意をしてから出すべきだということ

で、残念ながらきょうの上程については合意に
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至りませんでした。以上でございます。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 わかりました。この間、

話し合いがなされたけれども、残念ながら合意

には至らなかったというふうなことはわかりま

した。 

 私、当局の対応についてお伺いをしたいので

すが、きのうの会派代表者会議があって、そこ

でも総務課長にいろいろお伺いをしました。 

 その中で、労使の話し合いの中では職員団体

のほうから、一つは今ほど市長が言われた月例

給だけではなくて一時金、だから一時金という

のは12月の期末手当というふうなことになるん

だと思うんですけれども、これも含めていわゆ

る3.7％のカット分の総枠を確保してという方

向はどうだというふうな提案があったというこ

とが一つですね。 

 もう一つは、これも今ほど言われているわけ

ですけれど、組合員の皆さんにやっぱり周知を

しなきゃならないし、理解と納得をもらわなき

ゃいけないということもあって、７月スタート

ではなくて、８月スタートにして来年の４月ま

でという方法でどうなのかというふうな提案も

あったのだというふうにお聞きをしました。 

 それに対して、当局はどのように対応された

のでしょうか。だめな点について、それ受け入

れられないとする点について、どこが焦点にな

るのかなかなかつかめないのですが、教えてい

ただきたいと思います。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 組合との交渉の中で、組合

側から出されました条件につきまして検討をさ

せていただきました。ただ、組合との交渉が行

われまして提案が出ましたのが金曜日の５時過

ぎでございましたので、正式に問い合わせでき

る状態ではございませんでしたので、あくまで

も個人的に情報をお聞きするというような程度

でございました。 

 そこの中で、もう既に今、組合側から提案さ

れましたことにつきましては、これまでのいろ

んなやりとりの中のＱ＆Ａで答えが出てるとい

うことで、その資料を読ませていただきました。 

 そこの中で、給与額の削減と手当の削減の抱

き合わせで総額で削減することにつきましては、

もう既に総額の削減につきましては国のほうで

はそれでは了としておりませんで、国の給与改

定に準じまして給与水準の引き下げを要請して

おりますということでありましたので、残念な

がら給与が十分にラス100まで下がらない場合

につきましては、せっかく手当でラス100と同

等になるような協力をいただいたとしても十分

な国からの評価が得られないということがはっ

きりいたしました。 

 また、実施時期につきましても、７月までに

国のほうでは給与水準の引き上げを要請してお

りまして、通常ですと給与実態調査が４月１日

時点でございますけれども、今回の特例措置に

あわせまして補充的な調査が予定されてるとい

うことですので、その補充的な調査によりまし

て７月に実施されてるかどうかというのが調査

の対象になるのではないかというふうなことで

ありましたので、やはり組合側から申し出をい

ただきました件につきましては、せっかく協力

いただきましても十分な評価が得られないとい

うおそれがありますので、こちらとしては組合

側の提案はのめないということで回答をさせて

いただいております。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 本当に、聞いてると残

念だなとしか言いようないんです。こういう方

法でどうだと、協力すっからこういう方法にし

てもらわんねがというふうに言っているにもか

かわらず、それは国のマニュアルさないからだ

めだなんていうその判断の仕方ってのは、非常

に私は残念だというふうに言わざるを得ないし、

ちょっと疑わざるを得ない。賃金をはじめとす
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る労働条件は職員団体との話し合いで決めると

いう大原則があるわけですけれども、それをこ

っちさ置いといて、国がこういうふうに言って

っから、求めてっからそれに従わねえとだめな

んだという、そういう対応は、私はそれはとて

も理解できない。こんなことあってはいけない

というふうに、私はこう感じています。 

 国が何で100以上だとだめで、７月１日時点

でよ、ここまで引き下げろというふうに言うの

だかってのは、私よくわからないんです。翻っ

て、じゃあ国家公務員が今回公務員連絡会とい

ういわゆる国家公務員の職員団体の連合会と国

とでいわば交渉をして話し合いをして、これで

いいでしょうということで7.8％削減をのんだ

わけですけれども、国はいいですよね、それを

地方にこういうふうに言われてるわけですけど

も、翻って、じゃあ長井市が長井市の職員の給

与水準というのは、国が7.8％カット、削減を

する前まではラスどれくらいだったんですか。

7.8％になったら長井市のラスパイレスはどれ

くらいになったんですか。そこだけお聞きをし

ておきたいと思います。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 ラスが公表されておりまし

たのが24年までの数値でありましたので、その

時点での数値でありますが、国の削減実施前に

つきましては長井市は95.8でございました。国

の削減後は103.7というラスパイレス指数にな

っております。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 私もその資料いただき

ましたが、長井市の賃金水準というのは全国の

自治体の中で1,042位、県内13市では12位、35

市町村では25位。これが長井市の職員の給与の

実態です、ランク。 

 お聞きをしますけれど、来年の４月１日にな

ると長井市のラスパイレスはどれくらいになる

んですか。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 国の削減がなくなりますと、

前の数字の95.8に戻ることになります。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 そうすると、国はその

ときに100に満たないところは速やかに100にし

なさいという、そういう指導をするということ

になるんですか。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 国からは特にそういった指

示はございません。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 100に満たないところ

はずっとほうってきておいて、超えたからここ

の分まずカットしろっていうのは、それは聞こ

えない話だと私は言わざるを得ないんです。 

 そういうかなり都合のいい要請、要請ですよ、

国からの、これに従わざるを得ないというのは

何も根拠がないのではないかというふうに私は

感じます。 

 後にお聞きをしますが、長井市の職員の賃

金削減をするというふうになりますけれど、こ

れ関連する労働者などに対してはどうなります

か。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 関連する労働者というのは一部

事務組合を指していらっしゃるのかと思います

が、特に長井市が管理者をしている西置賜行政

組合については、この後、長井市の議決を終了

後、臨時議会をするかどうかを決定したいと思

います。その際には月内に臨時会を開催する予

定でございます。 

 それから、置賜広域行政事務組合につきまし

ては、これも臨時議会を開いて決定するという

ふうに伺っております。たしか米沢市がきょう

長井市と同じように 終日、そこで提案され、

その後に月内に臨時議会を開催して決定すると

いうふうに伺ってます。 
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 あと置賜広域病院組合につきましては、臨時

議会等の開催はせずに、状況を見て場合によっ

ては専決処分で行いたいというような事務方の

考え方のようです。以上でございます。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 決して長井市の職員だ

けの給与を削減をするということじゃなくて、

それに準じている、ここの場合ですと西置賜行

政組合の職員百五、六十名にも波及をするし、

置賜はもう置広の職員というふうになりますし、

翻って、自治体の職員を参考にしている、いわ

ゆる賃金などを用いてるところにもずっといく

わけですよね、公社、公団、福祉団体、枚挙に

いとまがないわけですけれど、そういったとこ

ろへの影響額、いろんな形での影響額があると

思うんですが、総務課長、それはどれくらいの

規模にこの影響が出るところと、どれくらいの

規模で影響があるというふうに想定をされてい

らっしゃいますか、お聞かせいただきたい。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 今のところは、西置賜行政

組合並びに病院組合並びに置賜広域行政事務組

合、その範囲は想定しておりますけれども、そ

れ以外の団体については、まだそこまでの想定

はしておりません。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 おおよそでいいから私

はお聞きしたかったんですけれども、生なかな

中途半端な金額ではないというふうに思うので

す。それが、ひいては市民、住民の暮らしとい

うふうなところにも影響があるというふうに考

えた上で判断をするということが私は求められ

ているんだと思うんですが、現状では数値を把

握してないということですからそれは仕方ない

と思いますが、これからはぜひ提案をする際は

そういうところも含めて、私は影響こうだけど

こういうふうにお願いだというところで言って

いただきたいものだというふうに思います。終

わります。 

○小関勝助議長 ほかにご質疑ございませんか。 

 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 ラスパイレス指数の話が

あったんですけども、長井市のラス指数という

のはいつから100を下回っていますか。私の記

憶では100の下をずうっと来てたという認識な

んですけども、どうですか。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 いつの時期からという資料、

手元にございませんが、議員ご指摘のとおりか

なり低い時期がございまして、90をやっと超え

るぐらいの時期が大分ございましたので、ここ

数年、できるだけラスを改善するということで

ようやく95を超えるような状態になってきてる

ところでございます。 

○小関勝助議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 私が議員になって18年に

なりますけども、大体この間100を超えたなん

ていう記憶はないんですよね。そうすると、国

が面倒見てくれないから、やむを得ず職員の給

与カットしたり、さまざまな手を尽くして長井

市の財政の維持のために今日まで努力してきた

わけですよね。今回は国が7.8削減したことに

よって103.7になったといいますが、先ほどの

答弁からいうと、４月になると、またこれが

95.8とかっていう数字に戻るわけです。だから

国はここまでずっとこの水準にいて、長井市は

ずっとこの下をはいずり回ってきてるんじゃな

いですか。そういう実態というのは非常に大き

い問題だなというふうに思うんですよね。 

 ラスの問題はそういうことなんですが、今回

の国に準じてカットしてほしいというのは、こ

れは被災県、被災地にかかわらず一律そうして

ほしいという要請なんですか。 

○小関勝助議長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 全て見たわけではございま

せんが、交付税の算定につきましては、もう既
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に国のほうで減額分を見込みまして費用算定を

するというふうな方針が出ておりまして、間も

なくその数字も出てくるかと思われます。それ

の中で被災県の特例をというふうな意見は確か

にあったようでございますが、今のところは、

被災県も含めまして一律で交付税の単位費用が

設けられるというふうに考えております。 

○小関勝助議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 被災県の実情をつぶさに

調べたわけでありませんけれども、福島県など

については、被災してその復興に職員が死ぬほ

ど頑張って努力していて、さらにカットしろと

言われてるわけですよね。これは違うんじゃな

いかというふうな猛反発もあるというふうな情

報もありました。 

 市長にお伺いしますけども、地方分権一括推

進に関しては平成12年ごろその法律ができて、

ここ数年、特に地方分権の推進については、地

方のことは地方で決めなさいと、こういうふう

にずっと言われてきたわけですね。ところが今

回の給与カットについては、要請といいながら

も、強権発動的にやらざるを得ないという判断

に立たざるを得ないというのは、大分、国が言

ってきたことと現状ではその乖離が大き過ぎる

んじゃないかなと思うんですが、その点いかが

ですか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 蒲生議員のおっしゃるとおりだ

と思います。ただ、今回、長井市でなぜ上程せ

ざるを得ないという判断をしたかということに

ついては、先ほど来、髙橋議員とのやりとりの

中でお話ししましたけれども、やはり私ども地

方自治体の財政は、残念ながら国の地財計画に

よって来年度の予算を決めなきゃいけないとい

う仕組みであります。したがって、国の例えば

進めている地域主権の中で、例えば三位一体改

革ってありましたけれども、あれどうなったか

というと、全然財源がおりてこないで権限だけ

一部預けられた、要らない権限だけという苦い

体験があったんじゃないでしょうか。私は当時、

市長でありませんでしたからわかりませんけれ

ども、私は市会議員をさせていただいたときは

そういうふうに感じてまいりました。 

 ですから、蒲生議員おっしゃるとおりではあ

りますが、私ども財政力の弱い地方自治体の悲

哀といいますか、そこの中でなぜ今回、まずは

町のほうからそういう話が出たんですよね。私

は町長さん方に、やめようと、やるときは一緒

にやる、やらないときはみんなで足並みをそろ

えましょうと、それが我々弱い自治体の知恵だ

と、それ先にやられると、やっぱり我々もせざ

るを得なくなると、我々言ってきた地域主権、

例えば全国市長会なり町村長会なりで決議して

国にやってきたことと違うじゃないかというこ

とは申し上げましたけれども、やはり私ども弱

い財政力の市町村での判断というのは、これは

そのまちの、例えば私ども長井市の市の発展と

か、あるいは市民福祉の向上、市民のためにマ

イナスがあってはならないという判断だと私は

考えております。 

○小関勝助議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 市長の言うことはよくわ

かります。交付税の不交付団体でもありません

から、やっぱり依存財源に依存しないとやって

いけないという実態も、これは誰しもが理解し

てることなんですよね。それはそれとして理解

をします。ですので、今回のこの提案について

は、何が何でも反対だなんていうことは私は申

し上げるつもりはありません。当然そういう選

択もあってしかるべきだというふうに思います。 

 その団体交渉、いわゆる組合との交渉の話も

先ほどございましたが、もう決裂して今後の協

議の継続はないなんていうことはないんですね、

まだ継続されるというふうに理解してよろしい

んですか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 
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○内谷重治市長 このたびの組合との交渉につい

ては、きょうの 終日提案として一般職員の給

与削減の特例条例を出したいということでお願

いしておったわけですが、残念ながら、きのう

まで相互努力していただいたと思うんですが合

意に至らなかったということであります。そし

て、本日付で私どものほうからのお願いという

ことでございましたので、申し入れ書というも

のを組合のほうに提出させていただきました。 

 その中で、７月からの給与削減については、

労働条件の変更にかかわることであるので合意

を目指してきたんだけども、残念ながら合意に

は至らなかったと、特に、時間的制約があり納

得いただけなかったことについては申しわけな

く残念だと。今後こういった提案をするときは、

十分な協議の時間をとりながら合意することを

基本といたしますということのまず第１点の申

し入れと、あと２点目は、給与削減、来年の３

月までですね、終了後は給与水準をラスパイレ

ス指数100に近づける努力をしてまいりたいと

いうことを申し入れ書を出させていただいて、

できればこういったことの確認メモをとりなが

ら今後もいろいろ交渉していきたいと。ただし、

このたびは合意に至らず申しわけありませんが、

議案として上程させていただくということを文

書で申し入れております。以上です。 

○小関勝助議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 髙橋議員の質疑の中でか

なり踏み込まれておりますから、私からそんな

に申し上げることもないんですが、私は７月１

日という実施時期について、市長は足並みをそ

ろえてというその意向はかなり理解できます。

しかしながら、こだわるべきは７月１日の実施

時期ではなくて、労働組合との協調ですね、こ

れにこそこだわるべきでないかというふうに思

います。そういった観点からいうと、７月中ぐ

らいの合意を目指して、合意を目指してという

かね、もう少し誠心誠意努力をしていただいて、

７月の臨時会でも開いて実施の方策を探ってい

くというぐらいの妥協点は見出せないのかなと

いうことが本当に不思議でしようがないんです

けども、その点についていかがでしょうか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 これは私の判断ですけれども、

例えば民間の企業でしたら労使の合意をしてそ

れからでないとしないということも、会社とし

ての利益は損なわれますけれども、これはでき

ると思います。しかし、私たち自治体は、職員

が従業員で私が社長ではないんですね。そこに

市民という、いわゆる長井市全体の利益を、職

員の皆さんは私と一緒になって業務を行ってい

ただくという仲間であります。ですから、確か

に労使の関係は大切ですけども、それを重視す

る余り、そのツケが後々、本来こういう言い方

はちょっと本当に残念な言い方ですけども、国

に協力することによって得るさまざまな、先ほ

ど髙橋議員がおっしゃったような、あめなのか

もしれません。しかし、今は私どもこういう厳

しい状況の中で少しでも国からのいろんな支援

を受けたいと、それがマイナスにならないよう

に努めなきゃいけないというふうに思ってます

ので、蒲生議員おっしゃることはごもっともな

んですが、それだけを重視してしまっては、や

っぱり市民に対して、私は市民から選ばれてお

りますので、申し開きができないというふうに

思っているところです。 

○小関勝助議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 市民から選ばれたという

のは私たちも同じなわけですけども……。 

○内谷重治市長 そういう意味じゃありません。 

○９番 蒲生光男議員 そういう意味じゃなかっ

たらどういう意味ですか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 そういう意味でないというのは、

結局、今、職員の使用者としての私、立場なん

です。確かに議員の皆さんも市民から選ばれま
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した。ただ、私の場合は、 終的には議会が全

部決めることなんですが、私は執行する立場に

ありますので、そういった意味で、同じ選ばれ

た者でもありますけども、私の使命は執行する

という業務を、そういうことを私は言いたかっ

ただけです。ですから決定するのは議会ですよ。

でも、実際執務を実行するのは私ですので、そ

ういった意味です。 

○小関勝助議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 わかりました。 

 それはいいんですが、私はこれまで申し上げ

た理由から、７月１日実施についてはとても賛

成できないなというふうに思ってるんですね。

もっと努力していただきたいと。団体交渉、こ

の間３回ぐらいなさったんでしょうか、わかり

ませんが、まだまだ努力をして、あと１カ月間

ぐらいの間に何とか双方合意を目指すようなこ

とがせめてもの、全然やらないなんていう選択

肢はもちろんないと思いますけども、かといっ

て、７月１日にこだわる余り労使関係がギクシ

ャクするなんてことは避けていかなきゃいけな

いというような観点からいいますと、やはりも

っと交渉を継続していただいて、その上で実施

の方策を探っていくべきだというふうに思って

おります。このことだけ申し上げておきたいと

思います。 

○小関勝助議長 ４番、今泉春江議員。 

○４番 今泉春江議員 今までいろんな質疑が出

ておりますので、一つだけ市長にお伺いいたし

ます。 

 もしこれが実施されれば、市長は市民サービ

スは低下させないとおっしゃっておりますが、

長井市の経済に与える影響はとても大きいもの

があると思います。そういう影響はどのように

お考えでしょうか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 このたびの７月１日からお願いいたしますと、

職員分の給与の減額については2,600万円、700

万円ぐらいでございます。これについて、その

部分の消費が減るということではございますが、

その部分を今度は一般財源として市民サービス

に使わせていただくわけでございます。したが

って、職員の皆さんには苦労をおかけいたしま

すが、市民サービスの向上の上では決してマイ

ナスにはならないというふうに考えております。

経済状況については、その2,600万円、700万円

ぐらいの消費がどっかの時点でどこかの部分で

削らざるを得ないという状況になると思います。 

○小関勝助議長 ４番、今泉春江議員。 

○４番 今泉春江議員 その分を2,600万円から

2,700万円分ぐらいの予想がされるということ

で、その分をどこかのところで市民サービスに

使わせていただくという答弁でございましたが、

長井市は非常に景気は低迷しております。なか

なか景気は回復しておりません。私たち商売の

方にいろいろお話をお聞きしますと、皆さん本

当に今大変な状況でございます。やはりこれが

実施されればさらにそこに追い打ちをかけるよ

うな、この実際の2,600万円から2,700万円とい

うことでなく、もっと大きな経済に対する波及

が影響されると思います。そこもよく考えてい

ただきたいと強く申し上げます。 

○小関勝助議長 ほかにご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ほかに質疑もないので、質疑を

終結いたします。 

 それでは、討論を行います。ご意見ございま

せんか。 

 ４番、今泉春江議員。 

○４番 今泉春江議員 日本共産党の今泉春江で

ございます。このたびの長井市一般職の職員の

給与の特例に関する条例及び長井市特別職に属

する者の給与の特例に関する条例に、反対の意

見を申し上げます。 

 まず、国の新年度予算で生活保護切り下げ、
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地方公務員給与削減というのは、国民の暮らし

に対する重大な攻撃です。しかも地方公務員給

与の引き下げを消費税増税の露払いとして行お

うとしていることは二重に許せません。 

 第１に、地方公務員給与引き下げは、地方自

治の根幹を侵すものです。地方自治六団体でも

共同声明を出し、強く反対しているように、自

治体が自主的に決定すべき地方公務員給与を国

が削減を強制するのは、地方自治体の根幹にか

かわります。そして、地方交付税を国の政策誘

導の手段に用いるのは、地方の固有財源という

性格を否定するものであり、憲法が定める地方

自治権を侵すものです。 

 第２に、この引き下げは市の職員の生活を圧

迫するものです。市の職員の給与は、この10年

間で42億8,000万円削減されています。さらに、

改善はされているものの、近隣の市町村から比

べても低い状態になっています。なおかつ、こ

れ以上下げられるのでは、安心して誇りを持っ

て市民のために働くことができるのでしょうか。

長井市のラスパイレス指数は103.7で、全県平

均の105.3よりも低く、飯豊町106.1、白鷹町の

105.7よりも低い状況です。この中で長井市よ

り高い105.7の南陽市が全会一致で給与削減案

を否決したことを大いに考慮すべきです。また、

市の職員組合は、職員の意見を十分聞いた上で

判断してもらいたいと言っております。それを

聞かず、きょう決めることは、民主主義にも反

します。 

 第３に、長井市の民間企業の賃金にも連動し、

長井市経済全体にも影響を与えます。市長は長

井市活性化のため観光などに力を入れています

が、それに逆行するものではないでしょうか。 

 以上３点を申し上げ、長井市一般職の職員給

与の特例に関する条例、また特別職に属する者

の給与等の特例に関する条例にも同じ趣旨から

反対といたします。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 私は、議案第55号 長

井市一般職の職員の給与の特例に関する条例の

設定について、反対の立場で意見を申し上げま

す。 

 この議案は、本年１月24日に開かれた給与関

係閣僚会議臨時閣議で、平成25年度における地

方公務員の給与については国家公務員の給与の

改定及び臨時特例に関する法律に準じて必要な

措置を講ずるよう要請するとし、１月29日には

地方財政計画に国公臨時特例措置に準じた削減

を組み込んだ2013年度政府予算を決定し、国会

に提出したことによるものと言われています。 

 2013年度地方財政計画は、全ての自治体にお

いて７月から３月までの間、国公の臨時特例措

置と同様に地方公務員の削減の実施を想定し、

8,514億円を減額計上し、一方で全国防災事業

費、緊急防災・減災事業費、地域の元気づくり

事業費など8,523億円を計上するなどして地方

の歳出を前年同水準に確保したとしています。

しかし、給与削減分を振り替えるとした緊急防

災・減災事業の4,550億円は地方債によるもの

であり、単年度の地方交付税を圧縮するもので

しかありません。 

 こうした政府の考え方には４つの問題点があ

ります。 

 第１は、地方交付税はその財源の均衡化を図

るための制度であり、自治体の固有かつ共通の

財源です。そのため国は本来、地方交付税の使

い道を自治体に強制することはできないもので

あり、地方自治の本旨に反していることです。 

 憲法第92条では、地方公共団体の組織及び運

営に関する事項は地方自治の本旨に基づいて法

律でこれを定めるとしており、この原則に反し

ます。 

 同時に、地方交付税法第３条第２項では、国

は交付税の交付に当たっては地方自治の本旨を

尊重し、条件をつけ、またはその使途を制限し

てはならないとしていますが、今回の措置は国
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が地方をコントロールする道具として地方交付

税を悪用するものであり、分権自治に反する大

問題と言わなければなりません。 

 また、このような公務員給与削減が今後前例

となって繰り返し行われることにつながってい

くのではないかとする懸念も払拭できません。

地方交付税削減が日程に上がっている中では、

なおさらに危険な兆候と言わなければなりませ

ん。 

 第２に、地方公務員の給与は労使間での交渉

で決着するものであり、今回の政府の対応は、

自治体における労使自治への不当介入であるこ

とです。 

 国は、東日本大震災などの復興財源を確保す

ることを目的として国家公務員給与を7.8％削

減をしていますが、これは国家公務員組合の集

合体である公務員連絡会で国家公務員改革関連

４法案を成立させることや地方公務員に削減を

波及させないことを条件に、十分な協議のもと

労使合意した結果と聞いています。 

 しかし、このたびの長井市の提案は、当該の

職員団体との合意がないままに当局が一方的に

提案をしてきたというものです。しかも職員団

体からの幾つかの前向きな提案に対しては、国

の言い分や評価とは一致しないからという理由

で一顧だにしないという態度に終始したことは、

国の言うままにしか判断しようとしない態度で

あり、地方自治体の本来のあり方とはかけ離れ

た姿と言わなければなりません。妥結する余地

が十分ある状況を見れば、 大限、妥結に向け

努力していくことこそ大切なことであり、この

たびの提案は残念としか言いようがありません。 

 第３は、地方自治体は、2002年以降の国の三

位一体改革による交付税削減の中で、国をはる

かに上回る賃金抑制や人件費抑制を既に行って

いることです。 

 特に長井市においては、三位一体改革におけ

る交付税削減以前から、財政危機、財政悪化の

ツケを一方的に人件費削減と抑制策の強行によ

って乗り切ってきたという経過があります。県

内でも全国的にも先駆けて財政再建に着手せざ

るを得なかったという状況からようやく脱却し

かけている段階にある中で、今度は国の削減に

協力しろと言われても、納得できないのは当然

のことと言わなければなりません。 

 そして第４は、地方交付税削減や公務員の賃

金削減は、疲弊した地域経済に対してさらにマ

イナスの影響を与えることです。 

 このような交付税削減や公務員給与削減は、

この地域の経済や県民の暮らしにとってもマイ

ナスの影響を与えると言われています。具体的

な数値は申し上げませんが、各種に影響が大き

く出てくることにもっと敏感になければなりま

せん。現政権はアベノミクス効果を大々的に宣

伝していますが、この長井市で、あるいは山形

県でアベノミクス効果を感じることができてい

るでしょうか。実態は、アベノミクス効果どこ

ろか、今後の生活への不安、将来への希望をつ

なぐことができず悩んでいる人々が圧倒的であ

ります。こういった実態にさらに追い打ちをか

けるような施策を展開する愚を繰り返してはい

けません。 

 第５は、長井市の当局がどっちを見て市政運

営をしようとしているかが問われるということ

です。 

 この間の職員団体との交渉経過を聞くにつけ

ても、この間の当局のころころ変わる対応を見

ていても、感じるのは、当局は一体どこを見て

市政運営をしようとしているのだろうかという

疑問です。 

 職員団体は、当局にとっては行政執行あるい

は行政展開上では重要なパートナーであります。

そして、このたびの一連の削減策などは、間違

いなくこの地域の経済にも住民の暮らしにも影

響を与えることは明らかです。この10数年間の

長井市における低迷や閉塞感が何によってもた
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らされてきたのかを考えれば、一連の人件費抑

制策が影を落としてきたことも原因の一つだと

私は考えています。 

 市民生活やパートナーの進言を入れずにひた

すら国の言い分と評価を気にして物事を判断し

ていくという姿勢を、市民はどう感じるでしょ

うか。地方分権とか地方の時代と言われて久し

いわけですが、今まさにその動きとは全く逆な

展開となろうとしているのではないかと私は感

じます。国の言うことを聞かなければ地方は生

きていけないなどということに返っていくので

はないかと心配ですし、絶対に回帰させてはな

らないと私は思います。 

 以上を申し上げ、ぜひ議員諸兄の賢明なご判

断を期待をしつつ、反対意見といたします。 

○小関勝助議長 ほかにご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ほかにご意見もないので、討論

を終結し、採決いたします。 

 議案第55号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○小関勝助議長 起立多数であります。 

 よって、議案第55号は、原案のとおり決定い

たしました。 

 次に、日程第７、議案第56号 長井市特別職

に属する者の給与等の特例に関する条例の設定

についての１件について、質疑を行います。ご

質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ほかに質疑もないので、質疑を

終結いたします。 

 それでは、討論を行います。ご意見ございま

せんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ほかにご意見もないので、討論

を終結し、採決いたします。 

 議案第56号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○小関勝助議長 起立多数であります。 

 よって、議案第56号は、原案のとおり決定い

たしました。 

 

 

 日程第８ ながい市議会だより編集 

 特別委員会委員の選任について 

 

 

○小関勝助議長 次に、日程第８、ながい市議会

だより編集特別委員会委員の選任についての１

件を議題といたします。 

 竹田博一委員、町田義昭委員、大沼 久委員

から、ながい市議会だより編集特別委員会委員

の辞任願が提出され、許可いたしました。 

 欠員３名が生じましたので、ながい市議会だ

より編集特別委員会委員の選任については、委

員会条例第８条第１項の規定により、議長にお

いてご指名いたします。 

ながい市議会だより編集特別委員会委員 

 ２番 梅 津 善 之 議員 

 ３番 江 口 忠 博 議員 

 ７番 我 妻   昇 議員 

の３名をご指名いたします。 

 ここで、正副委員長互選のため暫時休憩いた

します。 

 

 

   午前１１時５５分 休憩 

   午後 ０時０２分 再開 

 

 

○小関勝助議長 休憩前に復し、会議を再開いた

します。 
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 ながい市議会だより編集特別委員会 

 の正副委員長の互選の結果報告 

 

 

○小関勝助議長 この際、申し上げます。 

 ながい市議会だより編集特別委員会から、次

のとおり正副委員長の互選結果の報告がありま

したので、お知らせいたします。 

ながい市議会だより編集特別委員会 

委員長 小 関 秀 一 議員 

副委員長 我 妻   昇 議員 

 以上であります。 

 後にお諮りいたします。 

 本定例会において議決されました議案の中で、

条項、字句、数字、その他整理を要するものに

ついては、会議規則第43条の規定により、その

整理を議長に一任願いたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、整理を要するものについては、その

整理を議長に一任することに決定いたしました。 

 

 

   閉     会 

 

 

○小関勝助議長 これをもって平成25年第４回長

井市議会定例会を閉会いたします。 

 ご協力まことにありがとうございました。 

 

 

    午後 ０時０３分 閉会 
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